
5

　2002年（平成14年）３月には、「人とまち　個性が輝く　元気都市・かごしま」を都市像とする
「第四次鹿児島市総合計画」及び国内外の動向とこれまでの取組を踏まえ、「男女共同参画社会の
形成」を目標とした計画期間が2011年度（平成23年度）までの「鹿児島市男女共同参画計画」を策
定しました。
　同年「鹿児島市女性問題懇話会」を「鹿児島市男女共同参画推進懇話会」へ、「鹿児島市女性に関
する行政推進連絡会議」を「鹿児島市男女共同参画推進連絡会議」に名称変更しました。
　2006年（平成18年）４月には、女性政策課から男女共同参画推進課へ改称したあと、同年度
は「鹿児島市男女共同参画計画」の計画期間の中間年にあたることから、計画の進捗状況や社会
情勢の変化等による新たな課題に対応するために計画を見直し、2007年（平成19年）３月に計
画を改定しました。
　同年４月、男女共同参画推進課を企画部から市民部へ移管し、市民と行政が一体となった男
女共同参画行政の推進を図っています。

　2011年度（平成23年度）には、「人・まち・みどり　みんなで創る“豊かさ”実感都市・かごしま」
を都市像とする「第五次鹿児島市総合計画」が策定され、基本目標“学ぶよろこびが広がる　誇り
あるまち”の人権尊重社会の形成の中で「男女共同参画の推進」が掲げられました。
　2012年（平成24年）３月には、第五次鹿児島市総合計画はもとより、鹿児島市男女共同参画
推進懇話会からの提言や2010年（平成22年）９月に実施した市民意識調査の結果等も踏まえて、
2021年度（平成33年度）までを計画期間とする「第２次鹿児島市男女共同参画計画」を策定しま
した。なお、この計画では、ＤＶ防止法に基づく市町村基本計画に位置付けられる「鹿児島市配
偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画（鹿児島市ＤＶ対策基本計画）」を併
せて策定しています。
　2014年（平成26年）３月には、男女共同参画の推進に関し基本理念を定め、市、市民、教育
に携わる者などの役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定める「鹿児島市男女
共同参画推進条例」を制定しました。
　同年、条例に基づく「鹿児島市男女共同参画審議会」を設置するとともに、「鹿児島市男女共同
参画推進懇話会」を廃止しました。
　2015年（平成27年）９月、市民の男女共同参画に関する意識と実態を把握するために、市民
意識調査を実施しました。前回2010年（平成22年）の調査や内閣府の調査と比較検討し、調査
報告書にまとめました（2016年（平成28年）３月発行）。
　このような状況を踏まえ、計画期間の中間年にあたり、第２次鹿児島市男女共同参画計画の
後期をより実効的なものとするため見直しを行うこととしました。

第１章　計画の趣旨と背景
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1 基本理念
　男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と
能力を十分に発揮することにより、誰もが安心していきいきと暮らせる豊かで活力ある社会の
実現を目指し、鹿児島市男女共同参画推進条例に示された５つの理念に基づいて男女共同参画
を推進していきます。

2 基本目標
Ⅰ　男女共同参画社会に向けての意識づくり
Ⅱ　あらゆる分野における男女共同参画の促進
Ⅲ　男女が互いの人権を尊重しあう社会づくり

3 計画の性格
⑴　この計画は、男女共同参画社会基本法＊第
14条第３項に基づく「市町村男女共同参画計
画」であり、鹿児島市男女共同参画推進条例
第10条第１項に基づく、本市の男女共同参
画推進のための総合的な計画です。また、第
五次鹿児島市総合計画に基づき、本市におけ
る男女共同参画の推進を目指し、基本目標で
ある“学ぶよろこびが広がる　誇りあるまち”
を実現するための個別具体の計画です。
⑵　この計画の「Ⅱ　あらゆる分野における男
女共同参画の促進」のうち、「Ⅱ－２　働く場
における男女共同参画と女性活躍の促進」と
「Ⅱ－３　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス＊）の推進」は、女性活躍推進法＊第６
条第２項に基づく「市町村推進計画」に位置付けられる「鹿児島市女性の職業生活における活躍
の推進に関する施策についての計画（鹿児島市女性活躍推進計画）」です。

第２章　計画の概要

☆男女共同参画社会基本法とは
　男女共同参画社会の形成を推進するう
えで、法的根拠となる法律です。前文で、
男女共同参画社会の実現を21世紀の我
が国社会を決定する最重要課題と位置づ
け、社会のあらゆる分野において男女共
同参画社会の形成の促進に関する施策の
推進を図ることが明確にされています。
【第14条 第3項】
　市町村は、男女共同参画基本計画及び
都道府県男女共同参画計画を勘案して、
当該市町村の区域における男女共同参画
社会の形成の促進に関する施策について
の基本的な計画（以下「市町村男女共同参
画計画」という。）を定めるように努めな
ければならない。

１．男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的な取扱いを受け
　　ないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権
　　が尊重されること。

２．社会の制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会におけ
　　る活動の選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。

３．男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野で方針の立案及び決定に共同
　　して参画する機会が確保されること。

４．男女が、相互に協力し、かつ、社会の支援を受け、子育て、家族の介護その他の家庭生
　　活における活動と職場、学校、地域その他の社会における活動とを両立できるよう配慮
　　されること。

５．男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることから、国際
　　的協調の下に行われること。
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⑶　この計画の「Ⅲ　男女が互いの人権を尊重しあう社会づくり」のうち、「Ⅲ－１　配偶者等か
らの暴力の根絶」は、ＤＶ防止法＊第２条の３第３項に基づく「市町村基本計画」に位置付けられ
る「鹿児島市配偶者等からの暴力の防止及び被害者の支援に関する基本計画（鹿児島市ＤＶ対
策基本計画）」です。
⑷　この計画は、鹿児島市男女共同参画審議会の意見、男女共同参画に関する市民意識調査（平
成27年度実施）及び、パブリックコメントでの意見募集の結果を踏まえて策定しています。
⑸　この計画には、市の取り組むべき施策と併せて、市民、事業者等の取組を掲げており、本
市の男女共同参画の推進に向けて市民、事業者等、行政が一体となった取組を進めようとす
るものです。

4 計画期間
　計画期間は、当初計画期間である平成24年度(2012年度)から平成33年度（2021年度）まで
のうち、後期期間である平成29年度(2017年度)から平成33年度(2021年度)までの５年間と
します。

第２章　計画の概要

☆女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）とは
　女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進することで、男女の人権が尊重さ
れ、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に
対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする法律です。
【第６条第２項】
　市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、基本方針及び都道府県
推進計画）を勘案して、当該市町村の区域内における女性の職業生活における活躍の推進に
関する施策についての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定めるよう努めるも
のとする。

☆DV防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）とは
　配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律です。
【第２条の３第３項】
　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案
して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施
に関する基本的な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めな
ければならない。
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５ 計画の視点
　第２次鹿児島市男女共同参画計画は、社会情勢の変化や市民の意識、これまでの男女共同参
画計画での課題を踏まえ、５つの視点で取り組みます。

第２章　計画の概要

視点１ 男女の人権の尊重と
暴力の根絶

視点2
　女性の活躍による鹿児島市
経済社会の活性化

視点4
　仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）

視点3 男性・子どもにとっての
男女共同参画

視点5

　男女共同参画社会の実現には、すべての人の人
権が尊重され、男女が性別により差別されない対
等な存在であることが重要です。
　配偶者・パートナーからの暴力は個人の尊厳を
傷つける重大な人権侵害です。暴力を個人的問題
ではなく、社会的問題として捉え、被害者支援や
暴力の根絶に向けて、【鹿児島市ＤＶ対策基本計
画】に基づき総合的に取り組みます。

　少子高齢化が進行し、人口減少社会を迎えてい
るなか、女性の能力の活用は、新たな労働力を確
保するという観点だけでなく、多様化する消費者
ニーズを踏まえ、女性の視点、発想を生かした新
たな経済活動を作り出す観点でも、大きな推進力
になります。
　男女共同参画社会の実現は、鹿児島市経済社会
の活性化・発展に繋がるという視点で、【鹿児島市
女性活躍推進計画】に基づき施策を推進します。

　男女共同参画社会は、男女の多様な生き方を尊
重し、すべての人が差別されずに、あらゆる場面
で活躍できる社会です。働き方の見直しや介護の
問題など、直接男性に関わる課題を男女共同参画
の視点から捉え、男女共同参画の理解に向けて男
性に積極的に働きかけます。
　また、次代を担う子どもたちが将来を見通した
自己形成を図りながら健やかに育ち、そして幸せ
に暮らせる社会を目指す観点から、子どもの頃か
らの男女共同参画の理解を促進します。

【鹿児島市ＤＶ対策基本計画】
○ 配偶者等からの暴力防止のための
    情報提供及び啓発の強化

○ 相談窓口の周知と相談体制の充実

○ 関係機関との連携の強化

○ 被害者の保護と自立支援の充実

 【鹿児島市女性活躍推進計画】
○ 働く場における男女共同参画と女
　 性活躍の促進

○ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
　 バランス）の推進

　仕事、家庭生活、地域活動等を自らの希望する
バランスで実現する「ワーク・ライフ・バランス」は、
誰もが豊かな人生を送るために必要なことです
が、特に、働きたい女性が仕事と子育て・介護等
の二者択一を迫られることなく働き続け、能力を
十分に発揮するためにも、その実現が不可欠です。
　ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、【鹿
児島市女性活躍推進計画】に基づき、あらゆる世
代や立場の人、事業者に対する働きかけを積極的
に行い、社会全体で推進します。

　東日本大震災の発生後、女性や子育てのニーズ
を踏まえた防災対策、支援策の必要性がクローズ
アップされました。
　防災分野への女性の参画を推進するとともに、
被災時の男女のニーズの違いに十分配慮すること
など、男女共同参画の視点を取り入れた地域防災
計画の充実を図ります。

防災における男女共同参画
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６ 計画の体系

　　　　　　（基 本 目 標） （施 策 の 方 向 性)

男女共同参画の視点に立った社会

制度・慣行の見直しと意識の改革

配偶者等からの暴力の根絶

【鹿児島市ＤＶ対策基本計画】

【鹿児島市女性活躍推進計画】

政策・方針決定過程への女性の参画

の拡大

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・ 

バランス）の推進

地域・防災・環境分野への男女共同

参画の推進

男女共同参画の推進に関する国際社

会との協調

男女共同参画を推進し、多様な選択

を可能にする教育・学習の充実

働く場における男女共同参画と女性

活躍の促進

男女の人権の尊重と自立への支援

１

１

３

４

５

２

２

基本目標Ⅰ

男女共同参画社会に
向けての意識づくり

固定的性別役割分担意識を
なくした男女平等の社会

基本目標Ⅱ

あらゆる分野における
男女共同参画の促進

男女が個性と能力を発揮する
ことによる多様性に富んだ
活力ある社会

基本目標Ⅲ

男女が互いの人権を
尊重しあう社会づくり

男女の人権が尊重され、尊厳
を持って個人が生きることの
できる社会

１

２
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（推 進 施 策) （視 点)

（１）　性別に基づく固定的な役割分担意識の解消に向けた広報・啓発
（２）　男女共同参画の視点に立った社会制度や慣行の見直し
（３）　男女共同参画に関する調査・研究の実施

（１）　配偶者等からの暴力防止のための情報提供及び啓発の強化
（２）　相談窓口の周知と相談体制の充実
（３）　関係機関との連携の強化
（４）　被害者の保護と自立支援の充実

（１）　審議会等への女性の参画の推進
（２）　女性市職員の採用・登用の推進
（３）　女性の能力開発と人材情報の整備

（１）　ワーク・ライフ・バランスについての意識啓発
（２）　家事・育児・介護を行う労働者が働き続けられる環境の整備
（３）　多様なライフスタイルに対応した子育てや介護の支援

（１）　男女共同参画の視点を持った地域コミュニティの形成
（２）　防災における男女共同参画の推進
（３）　男女共同参画の視点に立った環境問題への取組

（１）　男女共同参画に関する国際的な情報の収集と提供

（１）　教育による男女共同参画の推進
（２）　情報を活用する能力（メディア・リテラシー）向上のための取組
（３）　生涯学習の推進と女性のエンパワーメントの促進

（１）　男女雇用機会均等法に基づく雇用環境の整備
（２）　女性活躍に向けた人材育成の支援
（３）　多様な働き方に応じた支援と就業環境の整備
（４）　再就職、起業、自営業等における女性の能力発揮と経営参画の促進
（５）　職業生活における女性の活躍のための支援

（１）　各種相談機能の充実
（２）　生涯を通じた男女の健康の支援
（３）　男女の人権が尊重される社会環境の整備
（４）　様々な困難に直面する人々への支援

視点３
男性・子ども
にとっての
男女共同参画

視点２
女性の活躍に
よる鹿児島市
経済社会の
活性化

視点４
仕事と生活の

調和
（ワーク・ライフ・バランス）

視点５

防災における
男女共同参画

視点１

男女の人権の
尊重と暴力
の根絶
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